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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つの格子パターン光を用いて測定する測定印刷回路基板に対する高さ情報
を含む３次元情報を獲得する段階と、
　前記３次元情報を用いて前記測定印刷回路基板に対する異物質を検出する段階と、
　複数のカラー光を用いて前記測定印刷回路基板に対するカラー別２次元情報を獲得する
段階と、
　前記カラー別２次元情報を用いて前記測定印刷回路基板に対する異物質を検出する段階
と、
　前記３次元情報による異物質検出結果と前記カラー別２次元情報による異物質検出結果
を併合する段階と、を含み、
　前記３次元情報を用いて前記測定印刷回路基板に対する異物質を検出する段階及び前記
カラー別２次元情報を用いて前記測定印刷回路基板に対する異物質を検出する段階以前に
、前記測定印刷回路基板に対するマスク情報を獲得する段階と、
　前記マスク情報に基づいてマスクを生成して前記異物質の検出のための検査対象から除
外させる段階と、をさらに含み、
　前記カラー別２次元情報を用いて前記測定印刷回路基板に対する異物質を検出する段階
は、
　前記複数のカラー光を用いてマスターとするマスター印刷回路基板に対するカラー別マ
スターイメージを獲得する段階と、
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　前記複数のカラー光を用いて前記測定印刷回路基板に対するカラー別測定イメージを獲
得する段階と、
　前記カラー別マスターイメージと前記カラー別測定イメージとを比較して異物質を検出
する段階と、を含むことを特徴とする印刷回路基板の異物質検査方法。
【請求項２】
　前記カラー別マスターイメージと前記カラー別測定イメージとを比較して異物質を検出
する段階は、
　前記カラー別測定イメージの明度値をピクセル別に合せて測定印刷回路基板イメージを
形成する段階と、
　前記カラー別マスターイメージの明度値をピクセル別に合せてマスター印刷回路基板イ
メージを形成する段階と、
　前記測定印刷回路基板イメージと前記マスター印刷回路基板イメージとの差異を比較し
て異物質を検出する段階と、を含むことを特徴とする請求項１に記載の印刷回路基板の異
物質検査方法。
【請求項３】
　前記カラー別マスターイメージと前記カラー別測定イメージとを比較して異物質を検出
する段階は、
　前記カラー別測定イメージを用いて前記測定印刷回路基板に対する彩度マップを形成す
る段階と、
　前記カラー別マスターイメージを用いて前記マスター印刷回路基板に対する彩度マップ
を形成する段階と、
　前記測定印刷回路基板に対する彩度マップと前記マスター印刷回路基板に対する彩度マ
ップとの差異を比較して異物質を検出する段階と、を含むことを特徴とする請求項１に記
載の印刷回路基板の異物質検査方法。
【請求項４】
　前記３次元情報による異物質検出結果と前記カラー別２次元情報による異物質検出結果
を併合する段階は、
　前記３次元情報による異物質検出結果及び前記カラー別２次元情報による異物質検出結
果の両方とも異物質で判定される時、最終異物質として判定する段階を含むことを特徴と
する請求項１に記載の印刷回路基板の異物質検査方法。
【請求項５】
　少なくとも一つの格子パターン光を用いて測定する測定印刷回路基板に対する高さ情報
を含む３次元情報を獲得する段階と、
　前記３次元情報を用いて前記測定印刷回路基板に対する異物質を検出する段階と、
　複数のカラー光を用いて前記測定印刷回路基板に対するカラー別２次元情報を獲得する
段階と、
　前記カラー別２次元情報を用いて前記測定印刷回路基板に対する異物質を検出する段階
と、
　前記３次元情報による異物質検出結果と前記カラー別２次元情報による異物質検出結果
を併合する段階と、を含み、
　前記３次元情報を用いて前記測定印刷回路基板に対する異物質を検出する段階及び前記
カラー別２次元情報を用いて前記測定印刷回路基板に対する異物質を検出する段階以前に
、前記測定印刷回路基板に対するマスク情報を獲得する段階と、
　前記マスク情報に基づいてマスクを生成して前記異物質の検出のための検査対象から除
外させる段階と、をさらに含み、
　前記測定印刷回路基板に対するマスク情報を獲得する段階は、
　赤外線照明を用いて前記測定印刷回路基板に対するマスク情報を獲得することを特徴と
する印刷回路基板の異物質検査方法。
【請求項６】
　前記マスク情報は前記測定印刷回路基板に形成されたホール情報を含むことを特徴とす
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る請求項５に記載の印刷回路基板の異物質検査方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は基板の異物質検査方法に関わり、より詳細には基板の検査過程で遂行される基
板の異物質検査方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、電子装置内には少なくとも一つの印刷回路基板（printed　circuit　borad
；ＰＣＢ）が備えられ、このような印刷回路基板上には回路パターン、連結パッド部、前
記連結パッド部と電気的に連結された駆動チップなど多様な回路素子が実装されている。
前記のような多様な回路素子が前記印刷回路基板にまともに形成または配置されているか
を確認するために形状測定装置が使用される。
【０００３】
　従来の形状測定装置は、作業者が一連の検査作業を遂行できるように基板のイメージを
モニター画面上に全体的にディスプレイするが、この際、ガーバ（gerber）データを用い
て鉛が塗布される部分、即ち、パッド領域などを表すようにディスプレイする。
【０００４】
　しかし、このようにディスプレイされる基板のイメージは基板の実際イメージとは異な
ってパッド領域など一部分のみがディスプレイされステンシル（stencil）、ホール（hol
e）などはディスプレイされないので、作業者が一連の検査作業を遂行することにおいて
ディスプレイされるイメージと実際イメージとの差異に起因して容易に基板上の所望する
部分を認識しにくいという問題がある。
【０００５】
　例えば、ディスプレイされる基板のイメージから検査結果の問題が発生した部分が実際
基板のどの部分に該当するか位置を把握するに難しさがあり時間が所要される。
【０００６】
　従って、作業者がディスプレイされる基板のイメージの特定部分に対して実際基板の該
当部分の位置を容易に把握することのできるディスプレイ方法が要請される。
【０００７】
　一方、前記のように一連の検査作業を遂行するためにディスプレイされる基板のイメー
ジは実際基板のイメージでないので、実際基板上に存在する異物質を直接把握するに難し
い。
【０００８】
　このような異物質は基板の動作に問題を発生させる場合があるので、前記異物質を検査
することのできる基板の異物質検査方法が要請される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明が解決しようとする課題は、基板上に存在する異物質を容易で正確に検
査することのできる基板の異物質検査方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の例示的な実施形態による基板の異物質検査方法は、少なくとも一つの格子パタ
ーン光を用いて測定基板に対する高さ基盤の３次元情報を獲得する段階と、前記高さ基盤
の３次元情報を用いて前記測定基板に対する異物質を検出する段階と、複数のカラー光を
用いて前記測定基板に対するカラー別２次元情報を獲得する段階と、前記カラー別２次元
情報を用いて前記測定基板に対する異物質を検出する段階と、前記高さ基盤の３次元情報
による異物質検出結果と前記カラー別２次元情報による異物質検出結果を併合する段階と
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、を含む。
【００１１】
　一実施形態として、前記カラー別２次元情報を用いて前記測定基板に対する異物質を検
出する段階は、前記複数のカラー光を用いてマスター基板に対するカラー別マスターイメ
ージを獲得する段階と、前記複数のカラー光を用いて前記測定基板に対するカラー別測定
イメージを獲得する段階と、前記カラー別マスターイメージと前記カラー別測定イメージ
とを比較して異物質を検出する段階と、を含んでいても良い。
【００１２】
　前記カラー別マスターイメージと前記カラー別測定イメージとを比べて異物質を検出す
る段階は、前記カラー別測定イメージを合して測定基板イメージを形成する段階と、前記
カラー別マスターイメージを合してマスター基板イメージを形成する段階と、前記測定基
板イメージと前記マスター基板イメージとの差異を比較して異物質を検出する段階と、を
含んでいても良い。
【００１３】
　前記カラー別マスターイメージと前記カラー別測定イメージとを比較して異物質を検出
する段階は、前記カラー別測定イメージを用いて前記測定基板に対する彩度マップを形成
する段階と、前記カラー別マスターイメージを用いて前記マスター基板に対する彩度マッ
プを形成する段階と、前記測定基板に対する彩度マップと前記マスター基板に対する彩度
マップとの差異を比較して異物質を検出する段階と、を含んでいても良い。
【００１４】
　一実施形態として、前記高さ基盤の３次元情報による異物質検出結果と前記カラー別２
次元情報による異物質検出結果を併合する段階は、前記高さ基盤の３次元情報による異物
質検出結果及び前記カラー別２次元情報による異物質検出結果の両方とも異物質と判定さ
れる時、最終異物質として判定する段階を含んでいても良い。
【００１５】
　前記基板の異物質検査方法は、前記高さ基盤の３次元の情報を用いて前記測定基板に対
する異物質を検出する段階及び前記カラー別２次元情報を用いて前記測定基板に対する異
物質を検出する段階以前に、赤外線（infrared，ＩＲ）照明を用いて前記測定基板に対す
るマスク情報を獲得する段階と、前記マスク情報に基づいてマスクを生成して前記異物質
検出のための検査対象から除外させる段階と、をさらに含んでいても良い。例えば、前記
マスク情報は前記測定基板に形成されたホール（hole）情報を含んでいても良い。
【００１６】
　本発明の例示的な他の実施形態による基板の異物質検査方法は、複数のカラー光を用い
てマスター基板に対するカラー別マスターイメージを獲得する段階と、前記複数のカラー
光を用いて測定基板に対するカラー別測定イメージを獲得する段階と、前記カラー別マス
ターイメージイメージと合してマスター基板イメージを形成し、前記カラー別測定イメー
ジを合して測定基板イメージを形成する段階と、前記測定基板イメージと前記マスター基
板イメージとの差異を比較して第１異物質を検出する段階と、前記カラー別マスターイメ
ージを用いて前記マスター基板に対する彩度マップを形成し、前記カラー別測定イメージ
を用いて前記測定基板に対する彩度マップを形成する段階と、前記測定基板に対する彩度
マップと前記マスター基板に対する彩度マップとの差異を比較して第２異物質を検出する
段階と、前記第１異物質と前記第２異物質に対する異物質検出結果を併合する段階を含む
。
【００１７】
　一実施形態として、前記第１異物質と前記第２異物質に対する異物質検出結果を併合す
る段階は、前記第１異物質の検出結果及び前記第２異物質の検出結果のうちいずれか一つ
以上から異物質と検出された時異物質として判定する段階を含んでいても良い。
【００１８】
　一実施形態として、前記基板の異物質検査方法は、前記第１異物質を検出する段階及び
前記第２異物質を検出する段階以前に、前記測定基板に対するマスク情報を獲得する段階
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と、前記マスク情報に基づいてマスクを生成して前記異物質検出のための検査対象から除
外させる段階と、をさらに含んでいても良い。前記マスク情報に基づいてマスクを生成し
て前記異物質検出のための検査対象から除外させる段階は、前記測定基板に形成されたホ
ールを含むようにホールマスクを生成する段階と、前記測定基板に形成された回路パター
ンを含むようにエッジマスクを生成する段階と、前記ホールマスク及び前記エッジマスク
を前記異物質検出のための検査対象から除外させる段階と、を含んでいても良い。
【００１９】
　一実施形態として前記基板の異物質検査方法は、少なくとも一つの格子パターン光を用
いて測定基板に対する高さ基盤の３次元情報を獲得する段階と、前記高さ基盤の３次元情
報を用いて前記測定基板に対する異物質を検出する段階と、をさらに含み、前記高さ基盤
の３次元情報を用いて前記測定基板に対する異物質を検出する段階及び前記第１異物質と
前記第２異物質に対する異物質検出結果を併合する段階以後に、前記高さ基盤の３次元情
報による異物質検出結果と前記カラー別２次元情報による異物質検出結果を併合する段階
と、をさらに含んでいても良い。前記高さ基盤の３次元情報による異物質検出結果と前記
カラー別２次元情報による異物質検出結果を併合する段階は、前記高さ基盤の３次元情報
による異物質検出結果及び前記カラー別２次元情報による異物質検出結果の両方とも異物
質と判定される時、最終異物質として判定する段階を含んでいても良い。
【００２０】
　本発明の例示的なさらに他の実施形態による基板の異物質検査方法は、鉛の塗布される
前の基板のイメージ情報をディスプレイする段階と、前記基板上の少なくとも一つの測定
領域を撮像して、前記撮像された測定領域のイメージを獲得する段階と、前記ディスプレ
イされるイメージ情報を前記獲得された測定領域のイメージに更新してディスプレイする
段階と、前記獲得された測定領域のイメージを前記基板の基準イメージと比較して異物質
があるかの可否を検査する段階と、を含む。
【００２１】
　一実施形態として、前記鉛が塗布される前の前記基板のイメージ情報をディスプレイす
る段階において、前記基板のイメージ情報は前記基板のガーバ（gerber）情報を含み、前
記ガーバ情報は白黒イメージ情報であってもよく、前記獲得された測定領域のイメージに
更新してディスプレイする段階において、前記更新されたイメージ情報はカラーイメージ
情報であってもよい。
【００２２】
　一実施形態として、前記基板上の少なくとも一つの測定領域を撮像して、前記撮像され
た測定領域のイメージを獲得する段階は、前記測定領域に格子パターン光を前記基板に向
かって照射して撮像する段階と、前記測定領域に少なくとも一つのカラー光を前記基板に
向かって照射して撮像する段階のうち少なくとも一つの段階を含んでいても良い。
【００２３】
　一実施形態として、鉛の塗布される前の前記基板のイメージ情報をディスプレイする段
階以前に、前記基板の基準イメージを獲得する段階をさらに含み、前記基板の基準イメー
ジは、前記測定領域に少なくとも一つのカラー光を既選定された基準基板に向かって撮像
して獲得されたイメージ及び、前記測定領域に少なくとも一つの格子パターン光を前記基
準基板に向かって照射して撮像して獲得されたイメージのうち少なくとも一つを含んでい
ても良い。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によると、検査作業を遂行するためにディスプレイされる基板のイメージが撮像
された測定領域のイメージに更新されるので、作業者がディスプレイされる基板のイメー
ジの特定部分に対応して、実際基板の該当部分の位置を容易に把握できる。
【００２５】
　また、獲得された測定領域のイメージを基板の基準イメージと比較することで、基板上
に存在する異物質を容易に検出することができる。
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【００２６】
　また、測定基板に対する異物質検査を遂行することにおいて、明るい属性の異物質と暗
い属性の異物質を別に検出して併合することで、異物質検出の信頼性を向上させることが
できる。
【００２７】
　また、測定基板に対する異物質検査を遂行することにおいて、高い基盤の３次元情報を
通じて異物質検出とカラー別２次元情報を通じて異物質検出を併合することで、測定基板
に対する異物質検出の信頼性を向上させることができる。
【００２８】
　また、赤外線照明を用いる方式などを通じて事前に異物質検出のための検査対象から不
必要であるか誤謬を誘発する可能性のある部分は除外させることにより容易にまたはより
正確に異物質検出を遂行することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の一実施形態による３次元形状測定装置を示す概念図である。
【図２】本発明の一実施形態による基板検査方法及び基板の異物質検査方法を示す流れ図
である。
【図３】図２において基板のイメージ情報をディスプレイする過程でディスプレイされる
基板のイメージ情報の一例を示す平面図である。
【図４】図３の基板のイメージに対応される実際基板の模様を示す平面図である。
【図５】図２において基板の測定領域のイメージを獲得する過程の一例を示す概念図であ
る。
【図６】図２において更新されたイメージ情報をディスプレイする過程を説明するための
平面図である。
【図７】本発明の他の実施形態による異物質検査方法を示す流れ図である。
【図８】明るい属性の異物質を検出する過程を示す流れ図である。
【図９】測定基板のイメージとマスター基板のイメージとの差異を比較して明るい属性の
異物質を検出する過程を示す概念図である。
【図１０】暗い属性の異物質を検出する過程を示す流れ図である。
【図１１】測定基板に対する彩度マップとマスター基板に対する彩度マップとの差異を比
較して暗い属性の異物質を検出する過程を示す概念図である。
【図１２】本発明のさらに他の実施形態による異物質検査方法を示す流れ図である。
【図１３】本発明のさらに他の実施形態による異物質検査方法を示す流れ図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　本発明は多様な変更を加えることができ、多様な形態を有することできる。ここでは、
特定の実施形態を図面に例示し本文に詳細に説明する。しかし、これは本発明を特定の開
示形態に限定するものではなく、本発明の思想及び技術範囲に含まれる全ての変更、均等
物乃至代替物を含むこととして理解されるべきである。
【００３１】
　第１、第２などの用語は多用な構成要素を説明するのに使用されることがあるが、前記
構成要素は前記用語によって限定解釈されない。前記用語は一つの構成要素を他の構成要
素から区別する目的のみとして使用される。例えば、本発明の権利範囲を外れることなく
第１構成要素を第２構成要素ということができ、類似に第２構成要素も第１構成要素とい
うことができる。
【００３２】
　本出願において使用した用語は単なる特定の実施形態を説明するために使用されたもの
で、本発明を限定しようとする意図ではない。単数の表現は文脈上明白に示さない限り、
複数の表現を含む。本出願において、「含む」または「有する」などの用語は明細書に記
載された特徴、数字、ステップ、段階、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせ
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たものが存在することを意味し、一つまたはそれ以上の他の特徴や数字、ステップ、段階
、動作、構成要素、部品またはこれらを組み合わせたものの存在または付加可能性を予め
排除しないこととして理解されるべきである。
【００３３】
　特別に定義しない限り、技術的、科学的用語を含んでここで使用される全ての用語は本
発明が属する技術分野で通常の知識を有する者によって一般的に理解されるのと同一の意
味を有する。
【００３４】
　一般的に使用される辞書に定義されている用語と同じ用語は関連技術の文脈上有する意
味と一致する意味を有すると解釈されるべきであり、本出願で明白に定義しない限り、理
想的またも過度に形式的な意味に解釈されない。
【００３５】
　以下、図面を参照して本発明の好適な一実施形態をより詳細に説明する。
【００３６】
　図１は本発明の一実施形態による３次元形状測定装置を示す概念図である。
【００３７】
　図１を参照すると、本実施形態による３次元形状測定方法に使用される３次元形状測定
装置は測定ステージ部１００、画像撮影部２００、第１投影部３００、第２投影部４００
、照明部４５０、画像獲得部５００、モジュール制御部６００及び中央制御部７００を含
んでいても良い。
【００３８】
　前記測定ステージ部１００は測定対象物１０を支持するステージ１１０及び前記ステー
ジ１１０を移送させるステージ移送ユニット１２０を含んでいても良い。本実施形態にお
いて、前記ステージ１１０によって前記測定対象物１０が前記画像撮影部２００と前記第
１及び第２投影部３００、４００に対して移送することによって、前記測定対象物１０で
の測定位置が変更される。
【００３９】
　前記画像撮影部２００は前記ステージ１１０の上部に配置され、前記測定対象物１０か
ら反射されて来た光の印加を受けて前記測定対象物１０に対する画像を測定する。即ち、
前記画像撮影部２００は前記第１及び第２投影部３００、４００から出射されて前記測定
対象物１０から反射された光の印加を受けて、前記測定対象物１０の平面画像を撮影する
。
【００４０】
　前記画像撮影部２００はカメラ２１０、結像レンズ２２０、フィルタ２３０及び円形ラ
ンプ２４０を含んでいても良い。前記カメラ２１０は前記測定対象物１０から反射される
光の印加を受けて前記測定対象物１０の平面画像を撮影し、一例として、ＣＣＤカメラや
ＣＭＯＳカメラのうちいずれか一つが採用されてもよい。前記結像レンズ２２０は前記カ
メラ２１０の下部に配置され、前記測定対象物１０から反射される光を前記カメラ２１０
で結像させる。前記フィルタ２３０は前記結合レンズ２２０の下部に配置され、前記測定
対象物１０で反射される光を濾過させて前記結像レンズ２２０に提供し、一例として、周
波数フィルタ、カラーフィルタ及び光強度調節フィルタのうちいずれか一つからなっても
よい。前記円形ランプ２４０は前記フィルタ２３０の下部に配置され、前記測定対象物１
０の２次元形状のような特異画像を撮影するために前記測定対象物１０に光を提供するこ
とができる。
【００４１】
　前記第１投影部３００は例えば、前記画像撮影部２００の右側に前記測定対象物１０を
支持する前記ステージ１１０に対して傾斜するように配置されてもよい。前記第１投影部
３００は第１照明ユニット３１０、第１格子ユニット３２０、第１格子移送ユニット３３
０及び第１集光レンズ３４０を含んでいても良い。前記第１照明ユニット３１０は照明源
と少なくとも一つのレンズから構成され光を発生させ、前記第１格子ユニット３２０は前
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記第１照明ユニット３１０の下部に配置され前記第１照明ユニット３１０から発生された
光を格子柄パターンを有する第１格子パターン光に変更させる。第１格子移送ユニット３
３０は第１格子ユニット３２０と連結され前記第１格子ユニット３２０を移送させ、一例
としてＰＺＴ（Piezoelectric）移送ユニットや微細直線移送ユニットのうちいずれか一
つを採用してもよい。前記第１集光レンズ３４０は前記第１格子ユニット３２０の下部に
配置され前記第１格子ユニット３２０から出射された前記第１格子パターン光を前記測定
対象物１０に集光させる。
【００４２】
　前記第２投影部４００は例えば、前記画像撮影部２００の左側に前記測定対象物１０を
支持する前記ステージ１１０に対して傾斜するように配置してもよい。前記第２投影部４
００は第２照明ユニット４１０、第２格子ユニット４２０、第２格子移送ユニット４３０
及び第２集光レンズ４４０を含んでいても良い。前記第２投影部４００は前述した前記第
１投影部３００と実質的に同一であるので、重複される詳細な説明は省略する。
【００４３】
　前記第１投影部３００は前記第１格子移送ユニット３３０が前記第１格子ユニット３２
０を順次に移動させながら前記測定対象物１０にＮ個の第１格子パターン光を照射する時
、前記画像撮影部２００は前記測定対象物１０から反射された前記Ｎ個の第１格子パター
ン光を順次に印加を受けてＮ個の第１パターン画像を撮影することができる。また、前記
第２投影部４００は前記第２格子移送ユニット４３０が前記第２格子ユニット４２０を順
次に移動させながら前記測定対象物１０にＮ個の第２格子パターン光を照射する時、前記
画像撮影部２００は前記測定対象物１０から反射された前記Ｎ個の第２格子パターン光を
順次に印加を受けてＮ個の第２パターン画像を撮影することができる。ここで、前記Ｎは
自然数で、一例として３または４であってもよい。
【００４４】
　一方、本実施形態においては前記第１及び第２格子パターン光を発生させる装置として
前記第１及び第２投影部３００、４００のみを説明したが、これとは異なり、前記投影部
の個数は３個以上であってもよい。即ち、前記測定対象物１０に照射される格子パターン
光が多様な方向から照射されて、多様な種類のパターン画像が撮影されてもよい。例えば
、３個の投影部が前記画像撮影部２００を中心として正三角形形態に配置される場合、３
個の格子パターン光が互いに異なる方向から前記測定対象物１０に印加されてもよく、４
個の投影部が前記画像撮影部２００を中心として正四角形形態に配置される場合、４個の
格子パターン光が互いに異なる方向から前記測定対象物１０に印加されてもよい。また、
前記投影部は８個であってもよく、この場合８個の方向から格子パターン光を照射して画
像を撮影することができる。
【００４５】
　前記照明部４５０は前記測定対象物１０の２次元的画像を獲得するための光を前記測定
対象物１０に照射する。一例として、前記照明部４５０は赤色照明４５２、緑色照明４５
４及び青色照明４５６を含んでいても良い。例えば、前記赤色照明４５２、前記緑色照明
４５４及び前記青色照明４５６は前記測定対象物１０の上部で円形に配置されて前記測定
対象物１０にそれぞれ赤色光、緑色光及び青色光を照射することができ、図１に示された
ようにそれぞれ高さが異なるように形成されてもよい。
【００４６】
　前記画像獲得部５００は前記画像撮影部２００のカメラ２００と電気的に連結され、前
記カメラ２１０から前記第１及び第２投影部３００、４００によるパターン画像を獲得し
て貯蔵する。また、前記画像獲得部５００は前記カメラ２１０から前記照明部４５０によ
る２次元的画像を獲得して貯蔵する。例えば、前記画像獲得部５００は前記カメラ２１０
から撮影された前記Ｎ個の第１パターン画像及び前記Ｎ個の第２パターン画像の印加を受
けて貯蔵するイメージシステムを含む。
【００４７】
　前記モジュール制御部６００は前記測定ステージ１００、前記画像撮影部２００、前記
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第１投影部３００及び前記第２投影部４００と電気的に連結されて制御する。前記モジュ
ール制御部６００は例えば、照明コントローラ、格子コントローラ及びステージコントロ
ーラを含む。前記照明コントローラは前記第１及び第２照明ユニット３１０、４１０をそ
れぞれ制御して光を発生させ、前記格子コントローラは前記第１及び第２格子移送ユニッ
ト３３０、４３０をそれぞれ制御して前記第１及び第２格子ユニット３２０、４２０を移
動させる。前記ステージコントローラは前記ステージ移送ユニット１２０を制御して前記
ステージ１１０を上下左右に移動させることができる。
【００４８】
　前記中央制御部７００は前記画像獲得部５００及び前記モジュール制御部６００と電気
的に連結されてそれぞれを制御する。具体的に、前記中央制御部７００は前記画像獲得部
５００のイメージシステムから前記Ｎ個の第１パターン画像及び前記Ｎ個の第２パターン
画像の印加を受け、それを処理して前記測定対象物の３次元形状を測定することができる
。また、前記中央制御部７００は前記モジュール制御部６００の照明コントローラ、格子
コントローラ及びステージコントローラをそれぞれ制御することができる。このように、
前記中央制御部はイメージ処理ボード、制御ボード、及びインターフェースボードを含ん
でいても良い。
【００４９】
　以下、前記のような３次元形状測定装置を用いて測定対象物１０として採用された基板
に対する基板検査方法及び基板の異物質検査方法を図面を参照してより詳細に説明する。
【００５０】
　図２は本発明の一実施形態による基板検査方法及び基板の異物質検査方法を示す流れ図
であり、図３は図２において基板のイメージ情報をディスプレイする過程でディスプレイ
される基板のイメージ情報の一例を示す平面図であり、図４は図３の基板のイメージに対
応される実際の基板の模様を示す平面図である。
【００５１】
　図２乃至図４を参照すると、本発明の一実施形態によって基板１０を検査するために、
まず鉛の塗布される前の基板１０のイメージ情報をディスプレイする（Ｓ１１０）。
【００５２】
　一実施形態として、前記基板１０のイメージ情報は前記基板１０のガーバ情報を含んで
いても良い。前記基板１０のガーバ情報は鉛の塗布される前の基板１０の設計基準を示す
情報であってもよく、図３に示されたようにガーバイメージＧＩで作業者のモニターにデ
ィスプレイされてもよい。
【００５３】
　前記ガーバイメージＧＩには図３に示されたように、鉛の塗布される多様な形態のパッ
ドＧＩ－Ｐが示され、前記ガーバ情報は白黒イメージ情報であってもよい。
【００５４】
　続いて、前記基板１０上の少なくとも一つの測定領域を撮像し、前記撮像された測定領
域のイメージを獲得する（Ｓ１２０）。
【００５５】
　前記測定領域は前記基板１０上で測定または検査しようとする領域として、自動に設定
するか作業者から設定を受けることができる。前記測定領域は前記基板１０上の一定の範
囲に分けて設定するものの、前記基板１０全体を測定してもよく、前記基板１０の一部の
みを測定してもよい。例えば、前記一定の範囲は図１に示された画像撮像部２００のカメ
ラ２１０の視野範囲（field　of　view）によって定義される。
【００５６】
　図５は図２で基板の測定領域のイメージを獲得する過程の一例を示す概念図である。
【００５７】
　図５を参照すると、前記基板１０の測定領域ＦＯＶはカメラの視野範囲によって定義さ
れ、矢印方向に撮像される。
【００５８】
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　図５では、前記基板１０の全体領域を撮像することを示すが、これとは異なり所望する
領域のみを選択的に撮像してもよい。
【００５９】
　前記測定領域ＦＯＶの撮像は、例えば、図１に示された投影部３００、４００及び照明
部４５０のうち少なくとも一つによって行われてもよい。
【００６０】
　即ち、前記投影部３００、４００を用いて、前記測定領域ＦＯＶに格子パターン光を前
記基板１０に向かって照射して撮像することができ、この場合、前記測定領域ＦＯＶのイ
メージは高さ情報を基盤とした３次元的イメージを含む。
【００６１】
　また、前記照明部４５０を用いて、前記測定領域ＦＯＶに少なくとも一つのカラー光を
前記基板１０に向かって照射して撮像することができ、この場合前記測定領域ＦＯＶのイ
メージは２次元的平面イメージを含む。
【００６２】
　次に、前記獲得された測定領域ＦＯＶのイメージを用いて前記ディスプレイされるイメ
ージ情報を更新し、前記更新されたイメージ情報をディスプレイする（Ｓ１３０）。
【００６３】
　この際、前記更新されたイメージ情報はカラーイメージ情報であってもよい。
【００６４】
　前記更新されるイメージ情報を提供する前記カメラ２１０はカラーカメラであってもよ
い。これとは異なり、前記測定領域ＦＯＶのイメージを獲得する前記カメラ２１０は白黒
カメラであってもよい。前記カメラ２１０が白黒カメラである場合にも、前記測定領域Ｆ
ＯＶのイメージが前記照明部４５０によって獲得されたイメージである場合、前記照明部
４５０のカラー光によって獲得されるイメージは一定の差異を有するので、前記差異を用
いて前記更新されたイメージ情報はカラーにすることができる。
【００６５】
　図６は図２において更新されたイメージ情報をディスプレイする過程を説明するための
平面図である。
【００６６】
　図６を参照すると、更新されたイメージ情報は太い線の内部の領域に該当し、更新され
ていないイメージ情報は太い線の外部の領域に該当する。
【００６７】
　図５のように撮影される測定領域は図６のように実時間で更新されて示される。
【００６８】
　このように、検査作業を遂行するためにディスプレイされる基板１０のイメージが撮像
された測定領域ＦＯＶのイメージに更新されるので、作業者はディスプレイされる基板１
０のイメージを実際基板１０と容易に対応させることができる。また、前記ガーバ情報が
白黒であり前記更新されたイメージ情報がカラーである場合、作業者はカラーイメージに
更新されてディスプレイされる基板１０のイメージを用いるので、より容易に実際基板１
０の位置などを把握することができる。
【００６９】
　一方、本段階は異物質検査方法においては省略されてもよい。
【００７０】
　次に、前記獲得された測定領域ＦＯＶのイメージを前記基板１０の基準イメージと比較
して異物質があるかの可否を検査する（Ｓ１４０）。
【００７１】
　一実施形態として、前記基板１０の基準イメージは、既選定された基準基板をティーチ
ングして獲得される。一実施形態として、前記基準基板は所定の模範となる基板（マスタ
ー基板）であってもよい。前記基準基板を予め選定して、前述した測定領域ＦＯＶの撮像
と同一の方法で事前に予め撮像して基準イメージを獲得することができる。
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【００７２】
　即ち、前記基板１０の基準イメージは、一例として、前記照明部４５０を用いて前記測
定領域ＦＯＶに少なくとも一つのカラー光を前記基準基板に向かって照射して撮像するこ
とで獲得されたイメージを含むことができる。
【００７３】
　この場合、前記基準イメージは２次元的平面イメージであり、前記基準イメージと前記
獲得された測定領域ＦＯＶのイメージとを比較して差異のある部分を異物質として判断す
ることができる。
【００７４】
　例えば、図４のように、基板１０上に第１及び第２異物質ＦＳ１、ＦＳ２が存在する場
合、前記基準イメージにはこのような異物質ＦＳ１、ＦＳ２が存在しなが、図６のように
、測定イメージＣＩでは第１異物質ＣＩ-ＦＳ１が示される。従って、前記基準イメージ
と前記獲得された測定領域ＦＯＶの測定イメージＣＩとを比較して差異のある部分ＣＩ-
ＦＳ１を異物質として判断することができる。
【００７５】
　また、前記基板１０の基準イメージは、一例として、前記投影部３００、４００を用い
て前記測定領域ＦＯＶに少なくとも一つの格子パターン光を前記基準基板に向かって照射
して撮像することで獲得されたイメージをさらに含むことができる。
【００７６】
　この場合、前記基準イメージは高さ基盤の３次元的イメージであり、前記基準イメージ
と前記獲得された測定領域ＦＯＶのイメージを比較して差異のある部分を異物質として判
断する。
【００７７】
　例えば、図４のように、基板１０上に第１及び第２異物質ＦＳ１、ＦＳ２が存在する場
合、前記基準イメージにはこのような異物質ＦＳ１、ＦＳ２が存在しないが、測定イメー
ジでは前記第１及び第２異物質ＦＳ１、ＦＳ２の高さが前記基準イメージとは異なって示
される。従って、基準イメージと前記獲得された測定領域ＦＯＶの測定イメージＣＩとを
比較して差異のある部分を異物質として判断することができる。
【００７８】
　一方、本段階において、前記獲得された測定領域ＦＯＶのイメージを前記基板１０の基
準イメージと比較して異物質があるかの可否を検査する代わり、前記獲得された測定領域
ＦＯＶの高さ基盤の３次元的イメージのみを用いて異物質のあるかの可否を検査すること
もできる。
【００７９】
　即ち、前記獲得された測定領域ＦＯＶのイメージが前記投影部３００、４００によって
獲得された高さ基盤の３次元的イメージである場合、高さが急激に変化する場合や高さが
既設定された基準値を超過する場合異物質として判断することができる。
【００８０】
　例えば、図４のように、基板１０上に第１及び第２異物質ＦＳ１、ＦＳ２が存在する場
合、高さ基盤の３次元的測定イメージでは前記第１及び第２異物質ＦＳ１、ＦＳ２の高さ
が周辺に比べて急激に増加するか、既設定された基準値を超過する。従って、この場合、
前記基準イメージと前記測定イメージとを比較することなしに高さが急激に変化する場合
や高さが既設定された基準値を超過する場合異物質として判断することができる。
【００８１】
　一方、前記基準イメージの獲得は鉛の塗布される前の基板１０のイメージ情報をディス
プレイする過程（Ｓ１１０）以前に予め獲得できる。
【００８２】
　前記のような本発明によると、検査作業を遂行するためにディスプレイされる基板のイ
メージが撮像された測定領域のイメージに更新されるので、作業者がディスプレイされる
基板のイメージの特定部分に対応して、実際の基板の該当部分の位置を容易に把握できる



(12) JP 6574163 B2 2019.9.11

10

20

30

40

50

。
【００８３】
　また、獲得された測定領域のイメージを基板の基準イメージと比較することで、基板上
に存在する異物質を容易に検出することができる。
【００８４】
　図７は本発明の他の実施形態による異物質検査方法を示す流れ図である。
【００８５】
　図７を参照すると、本発明の他の実施形態により基板の異物質を検査するために、まず
、複数のカラー光を用いてマスター基板に対するカラー別マスターイメージを獲得する（
Ｓ２１０）。
【００８６】
　一実施形態として、赤色照明４５２から照射される赤色光を用いて前記マスター基板に
対する赤色マスターイメージを獲得し、緑色照明４５４から照射される緑色光を用いて前
記マスター基板に対する緑色マスターイメージを獲得し、青色照明４５６から照射される
青色光を用いて前記マスター基板に対する青色マスターイメージを獲得する。
【００８７】
　次に、前記複数のカラー光を用いて測定基板１０に対するカラー別測定イメージを獲得
する（Ｓ２２０）。
【００８８】
　一実施形態として、赤色照明４５２から照射される赤色光を用いて前記測定基板１０に
対する赤色測定イメージを獲得し、緑色照明４５４から照射される緑色光を用いて前記測
定基板１０に対する緑色測定イメージを獲得し、青色照明４５６から照射される青色光を
用いて前記測定基板１０に対する青色測定イメージを獲得する。
【００８９】
　続いて、前記カラー別マスターイメージと前記カラー別測定イメージを比較して異物質
を検出することができる。
【００９０】
　前記異物質は互いに異なる属性の異物質からなり、例えば、前記異物質は明るい属性の
異物質と暗い属性の異物質を含んでいても良い。
【００９１】
　前記明るい属性の異物質と暗い属性の異物質は、一例として、測定基板１０に対する相
対的な明るさによって区分できる。前記異物質は明るい属性の異物質と暗い属性の異物質
によって互いに異なる方式を用いて検出でき、それによってより正確な検出が行われる。
【００９２】
　以下、前記カラー別マスターイメージと前記カラー別測定イメージとを比較して属性に
よって異物質を検出する過程を説明する。
【００９３】
　まず、前記カラー別マスターイメージと前記カラー別測定イメージを用いてまず、チッ
プなどのような明るい属性の異物質を検出する（Ｓ２３０）。
【００９４】
　図８は明るい属性の異物質を検出する過程を示す流れ図である。
【００９５】
　図８を参照すると、前記カラー別測定イメージを合して測定基板１０に対する測定基板
イメージを形成する（Ｓ２３２）。例えば、前記赤色測定イメージ、前記緑色測定イメー
ジ及び青色測定イメージそれぞれの明度値をピクセル別に合して一つに統合された前記測
定イメージを形成する。
【００９６】
　前記測定基板イメージの形成とは別途に、前記カラー別マスターイメージを合して前記
マスター基板に対するマスターイメージを形成する（Ｓ２３４）。例えば、前記赤色マス
ターイメージ、前記緑色マスターイメージ及び前記青色マスターイメージそれぞれの明度
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値をピクセル別に合して一つに統合された前記マスター基板イメージを形成する。
【００９７】
　前記測定基板イメージと前記マスター基板イメージを形成した後、前記測定基板イメー
ジと前記マスター基板イメージとの差異を比較して前記明るい属性の異物質を検出する（
Ｓ２３６）。
【００９８】
　図９は測定基板イメージとマスター基板イメージとの差異を比較して明るい属性の異物
質を検出する過程を示す概念図である。
【００９９】
　図９を参照すると、測定基板イメージＩＳＩからマスター基板イメージＭＳＩを引いて
比較イメージＰＩを生成する。マスター基板イメージＭＳＩは異物質のない綺麗なイメー
ジであるので、測定基板イメージＩＳＩ上に異物質ＦＭが存在する場合、比較イメージＰ
Ｉ上には異物質ＦＭのみが見えるようになる。
【０１００】
　一方、比較イメージＰＩ上の異物質ＦＭに対する検出性能を高めるために特定基準値を
基準で捕獲イメージＰＩに対する２進化を進行して２進化イメージＢＩを生成することが
できる。２進化イメージＢＩ上では異物質ＦＭ領域と異物質でない領域が克明に対比され
るので、異物質ＦＭの検出力を向上させることができる。また、２進化イメージＢＩに対
してノイズ除去を遂行する段階をさらに進行することで、より明確に異物質ＦＭを検出す
ることができる。
【０１０１】
　再度、図７を参照すると、明るい属性の異物質を検出した後、前記カラー別マスターイ
メージと前記カラー別測定イメージを用い髪の毛、絶縁テープなどのような暗い属性の異
物質を検出する（Ｓ２４０）。
【０１０２】
　図１０は暗い属性の異物質を検出する過程を示す流れ図である。
【０１０３】
　図１０を参照すると、前記カラー別測定イメージを用いて前記測定基板１０に対する彩
度マップを形成する（Ｓ２４２）。
【０１０４】
　また、前記カラー別マスターイメージを用いて前記マスター基板に対する彩度マップを
形成する（Ｓ２４４）。
【０１０５】
　例えば、前記彩度マップは赤色イメージ、緑色イメージ及び青色イメージの各ピクセル
彩度情報を用いて生成することができる。具体的に前記彩度マップは次の<数式１>を通じ
て算出されたピクセル別彩度に基づいて生成することができる。
<数式１>
【数１】

 
【０１０６】
　前記<数式１>において、Ｒは赤色イメージからの各ピクセルに対する彩度情報であり、
Ｇは緑色イメージからの各ピクセルに対する彩度情報であり、Ｂは青色イメージからの各
ピクセルに対する彩度情報である。
【０１０７】
　前記<数式１>を通じて生成された彩度マップ３００はピクセル別に０～１の値を有し、
１に近いほど原色であることを示す。一般的に、暗い異物質は無彩色に近いので、前記彩
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度マップ上で０に近い値を有する領域で表示される。
【０１０８】
　前記<数式１>を通じて前記測定基板に対する彩度マップと前記マスター基板に対する彩
度マップを形成した後、前記測定基板に対する彩度マップと前記マスター基板に対する彩
度マップとの差異を比較して前駆暗い属性の異物質を検出する（Ｓ２４６）。
【０１０９】
　図１１は測定基板に対する彩度マップとマスター基板に対する彩度マップの差異を比較
して暗い属性の異物質を検出する過程を示す概念図である。
【０１１０】
　図１１を参照すると、マスター基板に対する彩度マップＭＳＭから測定基板に対する彩
度マップＴＳＭを引いて比較イメージＰＭを生成する。測定基板に対する彩度マップＴＳ
Ｍ上に異物質ＦＭが存在する場合、比較イメージＰＭ上には異物質ＦＭが見えるようにな
る。
【０１１１】
　一方、比較イメージＰＭ上の異物質ＦＭに対する検出性能を高めるために、特定基準値
を基準で比較イメージＰＭに対する２進化を進行して２進化イメージＢＭを生成すること
ができる。２進化イメージＢＭ上では異物質ＦＭ領域と異物質でない領域が克明に対比さ
れるので、異物質ＦＭの検出力を向上させることができる。
【０１１２】
　また、２進化イメージＢＭを用いて異物質ＦＭのある領域を一次的に確認した後、異物
質ＦＭのある領域のみを関心領域ＲＯＩに設定し、前記関心領域ＲＯＩに対するカラー成
分の分析を通じて異物質ＦＭの検出力をさらに向上させることができる。例えば、全体基
板イメージに対する彩度マップの比較分析後、異物質ＦＭが存在する領域を関心領域ＲＯ
Ｉに設定する。以後、残りの領域はマスク処理で除外した状態で、設定された前記関心領
域ＲＯＩのみを選択的に増幅し、増幅された前記関心領域ＲＯＩに対するカラーイメージ
（例えば、赤色イメージ、緑色イメージ及び青色イメージ）を合して関心領域イメージを
生成する。以後、前記関心領域イメージに対する２進化処理及びノイズ除去を通じてより
明確に異物質を検出することができる。
【０１１３】
　再度、図７を参照すると、前記明るい属性の異物質と前記暗い属性の異物質に対する異
物質検出結果を併合する（Ｓ２５０）。即ち、前記明るい属性の異物質を検出する過程で
検出された異物質検出結果と前記暗い属性の異物質を検出する過程で検出された異物質検
出結果を併合して測定基板に対して最終的に異物質を検出する。
【０１１４】
　このように、測定基板に対する異物質検査を遂行することにおいて、明るい属性の異物
質と暗い属性の異物質を別に検出して併合することで、異物質検出の信頼性を向上させる
ことができる。
【０１１５】
　一方、異物質の属性を事前に予測して検出するかいずれか一つの属性の異物質のみを検
出することが必要である場合、該当属性の異物質を検出する方式のみを採用して異物質を
検出することができる。
【０１１６】
　これとは異なり、異物質の属性を事前に予測して検出するかいずれか一つの属性の異物
質のみを検出することが不必要である場合、２つの属性の異物質を検出する方式を全部採
用して異物質を検出することができ、適用の順序には制限されない。
【０１１７】
　一方、前記明るい属性の異物質と前記暗い属性の異物質は通常いずれか一方に該当する
ので、前記明るい属性の異物質の検出結果及び前記暗い属性の異物質の検出結果のうちい
ずれか一つ以上から異物質で検出される時異物質として判定できる。
【０１１８】
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　図１２は本発明のさらに他の実施形態による異物質検査方法を示す流れ図である。
【０１１９】
　図１２を参照すると、本発明のさらに他の実施形態による基板の異物質を検査するため
に、まず、少なくとも一つの格子パターン光を用いて測定基板に対する高さ基盤の３次元
情報を獲得する（Ｓ３１０）。即ち、少なくとも一つの投影部３００、４００から照射さ
れる格子パターン光を用いて前記測定基板に対する高さ情報を含む３次元情報を獲得する
。
【０１２０】
　以後、前記高さ基盤の３次元情報を用いて前記測定基板に対する異物質を検出する（Ｓ
３２０）。
【０１２１】
　一実施形態として、前記測定基板に対する前記高さ基盤の３次元情報から、高さが周辺
に比べて急激に変化するか、既設定された高さ基準値を超過する領域を選別して異物質を
検出することができる。
【０１２２】
　前記３次元情報を用いて異物質を検出するのとは別途に、複数のカラー光を用いて前記
測定基板に対するカラー別２次元情報を獲得する（Ｓ３３０）。
【０１２３】
　以後、前記カラー別２次元情報を用いて前記測定基板に対する異物質を検出する（Ｓ３
４０）。ここで、前記カラー別２次元情報を用いて異物質を検出する方法は前述した図７
乃至図１１を参照して説明した実施形態と同一であるので、これに対する詳細な説明は省
略する。
【０１２４】
　以後、前記高さ基盤の３次元情報による異物質と前記カラー別２次元情報による異物質
検出結果を併合する（Ｓ３５０）。即ち、前記高さ基盤の３次元情報を用いて検出された
異物質検出結果と前記カラー別２次元情報を用いて検出された異物質検出結果を併合して
、測定基板に対して最終的に異物質を検出する。
【０１２５】
　このように、測定基板に対する異物質検査を遂行することにおいて、高さ基盤の３次元
情報を通じた異物質検出とカラー別２次元情報を通じた異物質検出を並行することで、測
定基板に対する異物質検出の信頼性を向上させることができる。
【０１２６】
　一方、真性異物質に対する検出力向上と過検発生の最小化のために、前記高さ基盤の３
次元情報による異物質検出結果及び前記カラー別２次元情報による異物質検出結果に基づ
いて最終異物質を判断する時、両方とも異物質で判定される時最終異物質として判定でき
る。
【０１２７】
　これとは異なり、前記高さ基盤の３次元情報による異物質検出結果及び前記カラー別２
次元情報による異物質検出結果に基づいて最終異物質として判断する時、いずれか一方か
ら異物質で判定される時最終異物質として判定することもできる。
【０１２８】
　一方、前記のような高さ基盤の３次元情報による異物質検出結果及び前記カラー別２次
元情報による異物質検出以前に、異物質検出のための検査対象に必要であるか誤謬を誘発
する可能性のある部分は除外させることができる。
【０１２９】
　図１３は本発明のさらに他の実施形態による異物質検査方法を示す流れ図である。
【０１３０】
　図１３を参照すると、本発明のさらに他の実施形態による基板の異物質を検査するため
に、まず、前記測定基板に対するマスク情報を獲得する（Ｓ４１０）。
【０１３１】
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　例えば、前記マスク情報は前記測定基板に形成されたホール情報を含む。前記測定基板
に形成されたホールと前記マスター基板に形成されたホールは互いに異なる大きさに形成
され得るので、ホールを前記異物質検出のための検査対象に含ませる場合異物質と誤認さ
れる可能性がある。従って、前記誤認可能性を除去するために、事前にホールを前記異物
質検出のための検査対象から除外させることができる。この際、前記ホール情報のような
マスク情報は赤外線（ＩＲ）照明を用いて獲得できる。
【０１３２】
　例えば、前記マスク情報は前記測定基板に形成された回路パターン情報を含んでいても
良い。前記回路パターンは通常エッチング工程によって形成され、それによって測定基板
に形成された回路パターンと前記マスター基板に形成された回路パターンは多少異なる一
に形成され得るので、回路パターンを前記異物質検出のための検査対象に含ませる場合異
物質として誤認される可能性がある。従って、前記誤認可能性を除去するために、事前に
回路パターンを前記異物質検出のための検査対象から除外させることができる。
【０１３３】
　一方、前記測定基板に対するマスク情報は前記測定基板から獲得されてもよく、前記マ
スター基板から獲得されてもよい。
【０１３４】
　次に、前記マスク情報に基づいてマスクを生成して前記異物質検出のための検査対象か
ら除外させる（Ｓ４２０）。
【０１３５】
　例えば、前記測定基板に形成されたホールを含むようにホールマスクを生成し、前記測
定基板に形成された回路パターンを含むようにエッジマスクを生成することができる。生
成された前記ホールマスク及び前記エッジマスクは前記異物質検出のための検査対象から
除外させることができる。
【０１３６】
　前記のようにマスクを生成して前記異物質検出のための検査対象から除外させた後には
、前述したように高さ基盤の３次元情報による異物質検出及び/またはカラー別２次元情
報による異物質検出を遂行することができる（Ｓ４３０）。
【０１３７】
　このように、赤外線照明を用いる方式などを通じて事前に異物質検出のための検査対象
から不必要であるか誤謬を誘発する可能性のある部分は除外させることでより容易にまた
はより正確に異物質検出を遂行することができる。
【０１３８】
　以上、本発明の実施形態によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発
明が属する技術分野において通常の知識を有する者であれば、本発明の思想と精神を離れ
ることなく、本発明を修正または変更できる。
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